
【正誤表】消費税法 2級直前模試【令和 7年度検定対応】（2025年 9月 1日発行） 

書籍に誤りがございましたので、以下のとおり訂正をお願いいたします。 

 

＜本編＞P.115～P.116 

第 7 回 第 3 問「解答」 

チ 12,480 円 ヌ 3,262,039 円 

第 7 回 第 3 問「計算過程」 

Ⅰ．課税標準額に対する消費税額の計算 

区    分 金    額 計    算    過    程 

１．課税標準額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．課税標準額の計算 

⑴ 標準税率適用分 

 37,400,500 円× 
100

110
 ＝ 34,000,454 円 

→ 34,000,000 円 

（ ｲ 1,000 円未満切り捨て） 

⑵ 軽減税率適用分 

 30,240,000 円× 
100

108
 ＝ 28,000,000 円 

→ 28,000,000 円 

（ 1,000 円未満切り捨て） 

⑶ ⑴＋⑵＝ 62,000,000 円 

２．課税標準額に 

対する消費税額 

 

 

 

 

 4,399,200 円 

 

 

 

 

 

２．課税標準額に対する消費税額の計算 

⑴ 標準税率適用分 

 34,000,000 円× 7.8％＝ 2,652,000 円 

⑵ 軽減税率適用分 

 28,000,000 円× 6.24％＝ 1,747,200 円 

⑶ ⑴＋⑵＝ 4,399,200 円 

Ⅱ．控除税額の計算 

区    分 金    額 計    算    過    程 
   
   
   

２．返還等対価 

  に係る税額 
 ﾁ    12,480 円 

 

   
   
   

４．控除税額合計 

 

 ﾇ 3,262,039 円 

 

４．控除税額合計の計算 

 3,244,199 円＋ 12,480 円＋ 5,360 円＝ 3,262,039 円 

 

  



＜別冊：解答用紙編＞P.38～P.39 

第 7 回 第 3 問「計算過程」 

Ⅰ．課税標準額に対する消費税額の計算 

区    分 金    額 計    算    過    程 

１．課税標準額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．課税標準額の計算 

⑴ 標準税率適用分 

 37,400,500 円× 
   

   
 ＝ 34,000,454 円 

→ 34,000,000 円 

（ ｲ 1,000 円未満切り捨て） 

⑵ 軽減税率適用分 

 30,240,000 円× 
   

   
 ＝ 28,000,000 円 

→ 28,000,000 円 

（ 1,000 円未満切り捨て） 

⑶ ⑴＋⑵＝ 62,000,000 円 

２．課税標準額に 

対する消費税額 

 

 

 

 

 4,399,200 円 

 

 

 

 

 

２．課税標準額に対する消費税額の計算 

⑴ 標準税率適用分 

 34,000,000 円× 7.8％＝ 2,652,000 円 

⑵ 軽減税率適用分 

 28,000,000 円× 6.24％＝ 1,747,200 円 

⑶ ⑴＋⑵＝ 4,399,200 円 

Ⅱ．控除税額の計算 

区    分 金    額 計    算    過    程 
   
   
   

２．返還等対価 

  に係る税額 
 ﾁ    12,480 円 

 

   
   
   

４．控除税額合計 

 

 ﾇ 3,262,039 円 

 

４．控除税額合計の計算 

 3,244,199 円＋ 12,480 円＋ 5,360 円＝ 3,262,039 円 

 

 


